
保
険
料
の
納
め
方

①
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
か
た（
特
別
徴
収
）

老
齢
退
職
年
金
、遺
族
年
金
、障
害
年
金
が
年

額
１８
万
円
以
上
の
か
た

②
納
付
書
で
納
め
る
か
た（
普
通
徴
収
）

老
齢
退
職
年
金
、遺
族
年
金
、障
害
年
金
が

年
額
１８
万
円
未
満
の
か
た

※
年
金
の
年
額
が
１８
万
円
以
上
の
か
た
で
も
、

次
の
よ
う
な
場
合
は
、納
付
書
で
保
険
料
を

納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
年
度
途
中
で
６５
歳
に
な
っ
た
場
合

・
年
度
途
中
で
他
の
市
区
町
村
か
ら
転
入
し
た

場
合

・
年
度
途
中
で
所
得
段
階
の
区
分
が
変
更
と
な

っ
た
場
合

・
年
金
担
保
貸
付
返
済
中
の
た
め
支
給
が
な
く

な
っ
た
場
合
や
支
払
い
調
整
、差
し
止
め（
現

況
届
け
の
期
限
内
未
提
出
）、支
給
停
止
な
ど

に
よ
り
対
象
年
金
の
支
給
が
年
額
１８
万
円
未

満
の
場
合
な
ど

普
通
徴
収
の
納
期
が

８
期
に
変
わ
り
ま
し
た

納
付
書
で
納
め
て
い
た
だ
く
普
通
徴
収
の
か

た
は
、こ
れ
ま
で
の
７
期（
７
月
・
８
月
・
９
月
・

１０
月
・
１１
月
・
１２
月
・
１
月
）か
ら
８
期（
７
月
・
８

月
・
９
月
・
１０
月
・
１１
月
・
１２
月
・
１
月
・
２
月
）に

変
わ
り
ま
し
た
。

激
変
緩
和
措
置
を
継
続
し
ま
す

平
成
１８
年
に
税
制
改
正
が
行
わ
れ
た
結
果
、

所
得
が
変
わ
ら
な
い
の
に
介
護
保
険
料
が
急
激

に
上
が
っ
た
か
た
の
た
め
に
、保
険
料
を
軽
減

す
る
措
置
を
２０
年
度
も
引
き
続
き
行
い
ま
す
。

納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

納
付
書
が
送
付
さ
れ
た
か
た
は
、第
１
期
の

納
期
限
が
７
月
３１
日
で
す
の
で
忘
れ
ず
に
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

納
付
に
は
、便
利
な
口
座
振
替
を
お
勧
め
し

ま
す
。口
座
振
替
に
す
れ
ば
、金
融
機
関
ま
で
足

を
運
ぶ
こ
と
な
く
確
実
に
納
付
で
き
ま
す
。

手
続
き
は
、金
融
機
関
の
窓
口
に
印
鑑
と
通

帳
、納
付
書
を
お
持
ち
に
な
れ
ば
、簡
単
に
で
き

ま
す
の
で
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

保 険 料

２０，１３６円

２６，６７６円

３２，７２４円

５０，３４０円

６７，９５６円

８０，５４４円

基準額×０．４

基準額×０．５３

基準額×０．６５

基 準 額

基準額×１．３５

基準額×１．６

対 象 者
●生活保護の受給者
●老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯の場合
●本人及び世帯全員が市民税非課税で、
合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の人

●本人及び世帯全員が市民税非課税で、
合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円超の人
●本人が市民税非課税で、
世帯内に住民税課税者がいる場合

●本人が市民税課税で、
合計所得金額が２００万円未満の人

●本人が市民税課税で、
合計所得金額が２００万円以上の人

６６５５歳歳以以上上ののかかたた（（第第１１号号被被保保険険者者））のの保保険険料料

段 階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

�広報大館２００８．７

問
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合
わ
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支
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保
険
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６５
歳
以
上
の
か
た
の
介
護
保
険
料
額
は
、前
年
の
所
得
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
、７
月
に
決
定
通
知
書
か
納
付
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。


